
【3-27】 

湾・灘の区分 周防灘 

取組の名称 緑地、史跡、名勝、天然記念物等の保全 

事業期間及び事業

費 

事業期間：平成２８年度～（継続） 

事業費：－ 

事業体制 山口県環境生活部自然保護課（緑地等保全） 

山口県教育庁社会教育・文化財課（史跡、名勝、天然記念物等） 

事業の背景・目的 山口県自然環境保全条例に基づき、森林、湖沼、渓谷等の所在する地域の

うち、良好な自然環境を形成している緑地の区域等を保全するため、10か所

の緑地環境保全地域を指定するとともに、植物等で住民に親しまれているも

の、学術的価値のあるものなどを自然記念物として、33か所指定。 

事業場所の詳細 緑地環境保全地域等の位置図 

事業内容 ●緑地等の保全

・山口県自然環境保全条例に基づき指定されている緑地環境保全地区及び

自然記念物について、山口県自然保護指導員を配置し、自然環境の適切

な保全等を実施。

●史跡、名勝、天然記念物等の保全

・文化財の景観・環境を保全するため、法又は条例に基づく規制を徹底し、

新たな指定を含めた保護対策を実施

取組による効果・影

響及びその判断基

準等 

開発行為等について、必要な規制と調整を行い、すぐれた自然を適正に保

全している。 

現状での課題 なし。 

今後の予定等 引き続き、適切な管理や指導を実施。 

取組事例についての

発表資料等 

・山口県環境白書

・瀬戸内海環境保全小委員会（第 15 回）資料

情報提供元 山口県 
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